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10月 下 旬 か ら 11月 上旬 に か け 、 盗 難 事 件 や ニ セ 電 話 詐 欺 の 前 兆 事 案 が 発 生 しま
した 。

盗 難 事 件 は 、 ソー ラー パ ネ ル の 電 線 を切 断 して持 ち去 る も の や 空 き家 を・狙 っ た

も の で す 。 ニ セ 電 話 詐 欺 の 前 兆 事 案 に つ い て は 、 市 役 所 職 員
等 を編 り、 還 付 金 が あ る と言 い ATMで 手 続 き を させ る還
付 金 詐 欺 や 大 手 電 話 会 社 を爾 り、 ア ダ ル トサ イ トの 登 録 料
が 未 納 で 裁 判 に な る等 と不 安 を 煽 る架 空 料 金 請 求 詐 欺 で し
た 。 電 話 を受 け た 方 は 、 最 初 詐 欺 と疑 わ ず 、 指 示 され る ま
ま に 手 続 き を しよ う と しま した が 、 直 前 で 詐 欺 に気 が 付 き

被 害 は あ りま せ ん で した 。
市 役 所 職 員 等 が 還 付 金 が あ る と言 い A′

「
Mで 手 続 き を 指   … L串職纂 島一 ―識.

示 を す る こ と は あ り ま せ ん 。 ま た 支 払 い に 電 子 マ ネ ー や レ   ~電
‐
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タ ー パ ッ ク で 現 金 を 送 らせ る も の に つ い て は 、 詐 欺 を 疑 っ て く だ さ い 。

最近 の犯罪情勢 について

年 末 年 始 地域 安 全 運 動 の実施 につ いて

養 老 警 察 署 で は 、 地 域 の 皆 さん が 安 全 で 安 心 して 年 末 年 始 を過 ごせ る よ うに 運
運 動 に 合 わ せ て 特 別 警 戒 を 実 施 しま す 。
○  期 間

令 和 5年 12月 11目 (月 )か ら令 和 6年 1月 5日 (金 )ま で の 間
だ
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ゆ く年 く る年  み ん な で 守 ろ う 地 域 の 安 全  機彗
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○  運 動 の 重 点                      千警マツ警…
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県 民 の 身 近 で 発 生
ニ セ 電 話 詐 欺 の 被
子 供 と女 性 の 犯 罪

麟交通標 語入 賞作 品機
気 づ け な い  前 に は 車  手 に ス マ ホ  (大 垣 養 老 高 校 MSリ ー ダ ー
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年 末 の 交 通 安 全 県 民 運 動 の 実 施 に つ い て

○  期 間

令 和 5年 12月 11日 (月 )か ら 12月 20日 (水 )ま で の 間

・ 飲 酒 運 転 等 の 危 険 運 転 の 根 絶
・ 自転 車 等 の ヘ ル メ ッ ト着 用 と安 全 利 用 の 促 進
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養老警察署公式 HP→

養老警察署 (代表)058牛 34-0110

上石津駐在所   0584-45-2116
地域の安全を 頌 躙
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上石津駐在所
上石津町で被害が発生 l
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実際の詐欺電話の内容
(音声ガイダンス)

② 実際に送信された

詐欺メールの内容
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NTTファイナシスから重要
な為矢回らせがあります。現在
ご利用の電話回線:こて未納

料金が発生しているため、法
約措置へ移行します。
オペレーターにあつなどす

る場合|ま、1を押して下さしヽ。

料金につしヽて確認事

項がお しヽ康す。

本国申に下記電話番
号までご連絡下さしヽ。

総客様センター

O①一●●―●●

指示に従うと、独人に電話がつながり、払わなりヽ

と電話が使えなくなる :訴訟になる Iなどと不安を

あおつて、架空の料金を請求されます。

お金|こ関する電話やメールlま家
族や警察|こ相談しましょうI警

岐阜県養老警察署 上石津駐在所 電話 0584-蝶 5-21可 6
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